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Ⅰ 検討状況の概要 
 

  



  



１ 九都県市首脳会議の研究会活動を終え、新たな取組に移行するもの 

検 討 の 成 果 今 後 の 取 組（案） 

 

１ 九都県市共通のマークの導入による障

害者支援の促進について 

 

九都県市共通のマークの導入に向けて、全国

組織の障害者団体に対し合理的配慮を示すマー

クに関するヒアリングを実施した後、文字マー

クによるモデル実施を行い、アンケートを集計

し、結果について検証した。 

その概要は、別添１のとおりである。 

 

２ 子どもの歩行中の交通事故防止に向け

た取組について 

 

子どもの歩行中の交通事故防止に向けて、小

学校低学年及びその保護者への注意喚起を目的

とした九都県市共通チラシを作成するととも

に、入学時期の４月及び５月を中心に、各都県

市の実情に合わせた広報・啓発活動を行うこと

とした。 

その概要は、別添２、別添３及び別添４のと

おりである。 

 

３ 都市農業の振興に向けた取組について 

 

  都市農業振興に向けた支援制度の充実につい

て国に対して要望を行った。また、チラシや各

自治体の広報紙用の共通フォーマットを作成

し、各都県市の実情に応じて普及啓発を行って

いくこととした。 

その内容は、別添５及び別添６のとおりであ

る。 

 

１ 九都県市共通のマークの導入による障

害者支援の促進について 

 

結果について事前にヒアリングを実施した

障害者団体や協力企業等に報告するとともに、

各都県市での取組の参考とし、必要に応じて情

報共有や意見交換を行いながら連携を図って

いく。 

 

 

２ 子どもの歩行中の交通事故防止に向け

た取組について 

 

引き続き、子どもの歩行中の交通事故防止に

向けて、各都県市の取組を進めるとともに、必

要に応じて情報共有を行うなど、連携を図って

いく。 

 

 

 

 

 

３ 都市農業の振興に向けた取組について 

 

今後は、作成したチラシ等を用いて普及啓発

を進めるとともに、必要に応じて情報共有や意

見交換を行いながら連携を図っていく。 

 

１ 



検 討 の 成 果 今 後 の 取 組（案） 

 

４ 地域防犯力向上に向けた取組について 

 

各都県市における地域防犯力の向上に係る取

組内容、振り込め詐欺対策のために実施してい

る独自の取組内容をまとめた事例集を作成し、

情報共有・意見交換を実施した。 

また、九都県市が一体となった取組の実施に

当たり、「プラス防犯」を推進するための共通啓

発チラシを作成した。 

その内容は別添７及び別添８のとおりであ

る。 

 

 

４ 地域防犯力向上に向けた取組について 

 

  「プラス防犯」の推進や振り込め詐欺撲滅の

ため、キャンペーン期間等を定めて、九都県市

一斉の啓発活動を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 



２ 今後とも九都県市首脳会議としての研究会活動を継続していくもの 

検 討 の 成 果 今 後 の 取 組（案） 

 

１ 首都圏における水素社会の実現に向け

た取組について 

 

水素エネルギーへの理解促進のため、燃料電

池自動車の試乗会や、燃料電池バスに乗って水

素エネルギーについて学ぶバスツアー等を実施

した。 

また、国が策定した「水素・燃料電池戦略ロ

ードマップ」や「水素基本戦略」等を踏まえ、

水素エネルギー関連事業者とも情報交換を行

い、国に要望する内容の検討を行った。 

その内容は、別添９及び別添 10のとおりであ

る。 

 

２ ヒートアイランド対策について 

 

ヒートアイランド対策の啓発強化を目的とし

て、日傘の無料貸出イベントを九都県市域内の

観光施設等で実施したほか、企業・ＮＰＯ団体

等と連携して打ち水イベントを実施した。 

その内容は、別添 11のとおりである。 

 

 

３ 光化学オキシダント及び微小粒子状物

質（ＰＭ２．５）の対策について 

 

大気環境改善を一層推し進めるため、これま

での自動車排出ガス対策に加え、光化学オキシ

ダント及びＰＭ２．５の対策を環境問題対策委

員会の所掌事項に追加した。 

 

 

１ 首都圏における水素社会の実現に向け

た取組について 

 

水素エネルギーへの更なる理解を促進する

ため、講演会や試乗会等、効果的な普及啓発事

業を実施する。 

また、国が策定した「水素・燃料電池戦略ロ

ードマップ」や「水素基本戦略」の進捗状況を

踏まえ、財政支援等について国に要望するとと

もに、引き続き水素エネルギー関連事業者等と

の情報交換を行う。 

 

 

 

２ ヒートアイランド対策について 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会に向けて、引き続き、九都県市で連携し

た取組を検討・実施していく。 

 

 

 

 

３ 光化学オキシダント及び微小粒子状物

質（ＰＭ２．５）の対策について 

 

大気中で二次生成され、都県域を越えて移流

する光化学オキシダント及びＰＭ２．５の特性

を踏まえて、九都県市で実効性のある取組を進

めていく。 

 

 

３ 



 

検 討 の 成 果 今 後 の 取 組（案） 

 

４ 大規模地震における有効な家具類転倒

防止対策について 

 

 大規模地震における有効な家具類転倒防止対

策について検討を進めるため、各都県市の現状

等を整理し、課題等について意見交換を行うと

ともに、全国の自治体の実施状況等について調

査を実施した。 

その概要は別添 12のとおりである。 

 

５ 風しん撲滅に向けた九都県市共同での

取組について 

 

平成 30年 12月 10日に、国に風しん流行に対

する実効性のある予防措置を講ずること等を求

める風しん対策に関する緊急要望を提出した。 

その内容は、別添 13のとおりである。 

また、先天性風しん症候群の周知や、「風しん

の追加的対策」の対象者である風しん抗体保有

率の低い世代の男性に対する感染拡大防止等の

取組を速やかに進めてきた。 

 

６ 受動喫煙防止対策の推進について 

 

  「禁煙」等の標識や標識に多言語を表記する

場合の扱いの共通化について最大限尊重するこ

とで合意し、標識に関する取組を各都県市で準

備の整った自治体から順次実施することとし

た。 

その内容は、別添 14のとおりである。 

 

 

４ 大規模地震における有効な家具類転倒

防止対策について 

 

  各都県市の現状、課題、対策の実施状況及び

全国の自治体への調査結果等を踏まえ、国や関

係団体と意見交換を行いながら、引き続き、有

効な家具類転倒防止対策について検討を進め

る。 

 

 

５ 風しん撲滅に向けた九都県市共同での

取組について 

 

風しん撲滅に向けて、先天性風しん症候群の

周知や「風しんの追加的対策」の対象者である

風しん抗体保有率の低い世代の男性に対する

感染拡大防止の取組等を速やかに進めていく。 

 

 

 

 

 

６ 受動喫煙防止対策の推進について 

 

  引き続き、禁煙等の標識について九都県市で

連携した取組を進めていく。 

 

４ 



 

検 討 の 成 果 今 後 の 取 組（案） 

 

７ 首都圏における木材利用促進に向けた

取組について 

 

首都圏における木材利用促進に向けて、各都

県市におけるこれまでの木材利用促進の取組に

ついて情報共有するとともに、今後の検討の方

向性について意見交換を実施した。 

その概要は、別添 15のとおりである。 

 

８ 海洋プラスチックごみ問題の解決に向

けた取組について 

 

各都県市が進める取組や知見に係る情報を共

有するとともに、九都県市で連携して、消費者

等に対し啓発活動を行うこととした。 

  その概要は、別添 16のとおりである。 

 

９ 「九都県市のきらりと光る産業技術表

彰」における今後のあり方について 

 

  「九都県市のきらりと光る産業技術表彰」の

今後のあり方について検討を行い、表彰につい

ては当面の間は継続し、３年ごとに、継続の有

無を含め次年以降のあり方を検討することとし

た。 

その内容は、別添 17のとおりである。 

 

 

７ 首都圏における木材利用促進に向けた

取組について 

 

引き続き、首都圏における木材利用促進に向

けて、木材利用施設、普及啓発、自治体間連携

などの事例を調査研究しながら、消費地として

の木材利用の促進策について検討を進める。 

 

 

８ 海洋プラスチックごみ問題の解決に向

けた取組について 

 

引き続き、取組内容の検討を進め、消費者等

の意識や行動の変化を促すため、九都県市で連

携した啓発活動を実施していく。 

 

 

９ 「九都県市のきらりと光る産業技術表

彰」における今後のあり方について 

 

  「九都県市のきらりと光る産業技術表彰」を

平成 31年以降も当面の間継続し、優れた産業

技術を持つ企業等を表彰することで、首都圏の

優れた産業技術の共有化を図っていく。 

 

 

５ 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 検討状況に係る資料 

  



 



九都県市共通のマークの導入による障害者支援の促進について（概要） 

 

１ 課題・背景 

   平成 28年４月に施行された障害者差別解消法では、全ての国民が、障害の有無によ

って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に向けて、不当な差別的取り扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供が求められ

ている。 

しかしながら、企業等から「障害の特性の理解が難しい」との意見があるなど、合理

的配慮に基づく支援を行う上での課題となっている。また、障害者においても、「障害

への理解が足りない」「支援を求めづらい」と感じているなど、支援を行う側と受ける

側のコミュニケーションが難しいことが、障害者支援を困難にする要因となっている。 

 

２ これまでの取組について 

   平成 29 年５月９日の第 71 回九都県市首脳会議において、九都県市が連携して、共

通のマークの導入による障害者支援の促進について調査・研究することが合意され、障

害者への合理的配慮を示すマークの検討会を設置した。 

 ○第 1回検討会（平成 29年 8月 1日） 

  検討項目の確認及び事前照会の結果をもとに、各都県市の障害者差別解消に係る取組

状況の紹介・情報共有を行うとともに、障害者への合理的配慮に関し、マークで示すべ

き事項とマークが示された際の合理的配慮の例について検討を行った。 

○第 2回検討会（平成 29年 10月 6日） 

   全国組織の障害者団体とのヒアリングに使用する資料（合理的配慮を示すマークと主

な合理的配慮）の検討を行うとともに、ヒアリング対象団体の検討を行った。 

 ○第 3回検討会（平成 30年 3月 20日） 

   全国組織の障害者団体等へ実施したヒアリングの結果について報告するとともに、モ

デル実施をどのような形で行うかの検討を行った。 

 ○第 4回検討会（平成 30年 9月 27日） 

   モデル実施の記者発表資料及び周知用チラシの内容について検討を行った。（モデル

実施開催期間：平成 30年 11月 12日～30日） 

 ○第 5回検討会（平成 31年 3月 20日） 

   モデル実施のアンケートの集計内容及び協力企業等や障害者団体（千葉県団体及び千

葉市団体）に対し実施したモデル実施後のヒアリング内容について検証し、今後の取組

についての検討を行った。 

 

３ 今後の取組 

   結果について事前にヒアリングを実施した障害者団体（全国団体、千葉県団体、千葉

市団体）や協力企業等に報告するとともに、各都県市での取組の参考とし、必要に応じ

て情報共有や意見交換を行いながら連携を図っていく。 

T0524532
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子どもの歩行中の交通事故防止に向けた検討会 検討結果概要 

 

１ 課題背景 

警察庁の統計資料によると、全国の歩行中の交通事故死傷者のうち、７歳（小学１～

２年生）が際立って多く、平成２４年から２８年の過去５年間の平均では、年齢別で最

多の１，５６５人に達している。その要因として、小学校への新入学などにより活動範

囲が広がる一方で、外歩きの経験や交通安全の知識が十分でないことが背景にあると思

料される。特に、保護者と離れて行動する機会の増える歩行中の小学１～２年生の交通

事故を防止することは、今後更に交通事故を抑止する上において、重要な対策の一つで

ある。 

子どもの歩行中の事故防止に向けた取組は、特に交通量の多い首都圏において、安

全・安心な子育て環境を確保していくために必要不可欠であり、広域的な共通課題であ

るため、首都圏における交通事故の防止に向けた九都県市共同の取組について、検討を

進めることとなった。  

２ 検討会における検討項目 

 九都県市における子どもの歩行中の交通事故防止に向けて、各都県市の交通事故発生

状況を調査・研究するとともに、九都県市共同の取組について検討する。 

３ 検討会の活動内容 

（１） 検討会の開催 

ア 第 1回検討会（平成 30年 7月 6日照会・書面会議にて開催） 

各都県市における子どもの交通事故発生状況、及び交通安全啓発の活動状況につい

て調査を行った。 

 イ 第 2回検討会(平成 30年 8月 17日開催) 

第 1回検討会の調査結果について情報共有を図るとともに、今後の九都県市共同の

取組内容の方向性について意見交換を行った。 

ウ 第 3回検討会(平成 31年 1月 25日開催) 

 九都県市共通のチラシの内容確認を行うとともに、各都県市におけるチラシを活用

した広報啓発活動の内容を共有した。 

（２） 九都県市における歩行中の小学生の交通事故発生状況調査 

  埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の死傷者数の合計から次のとおりの傾向を確

認した。 

 調査結果  

ア 学齢別 

 

小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 合計

2,220 1,968 1,612 1,032 774 619 8,225

構成率（％） 27.0 23.9 19.6 12.5 9.4 7.5 100.0 

死傷者数
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 ・低学年ほど死傷者数の割合が高い傾向にあり、特に小学１～２年生（６歳～８歳）

で約 50.9%を占めている。 

イ 通行目的別 

 

 ・通行目的別では「通学等」が多いが、「登校」と「下校」では「下校」の方が約 1.5 

  倍多くなっている。 

・私用では、「その他」を除けば「遊戯」が最も多い。（「下校」と「遊戯」で、2,943

人（約 35.8%）を占めている。（※「遊戯」は下校後とは限らない）） 

 ウ 事故類型別

・事故類型別では、「横断中（その他）」が最も多く、横断歩道等がない場所を横断す 

 る際の事故が多い。  

・通行目的別では「遊戯」中の死傷者数は 1,313人（16.0%）であったが、「路上遊戯

中」の事故は 402人（4.9%）であり、私用では、遊びの行き帰りで事故に遭ってい

る割合が高いと思料される。 

 エ 法令違反別 

 

・法令違反別では、4,233人と約 51.5％もの児童に何らかの法令違反が認められた。 

  最も多いのは「飛び出し」で 2,456人（29.9％）と多いが、「横断」も合計で 1,037 

  人（12.6％）となっている。 

     （３）検討会における結果と九都県市連携による取組 

  九都県市の歩行中の小学生の交通事故発生状況データから、小学校低学年（1～2

年生）及びその保護者に特化した啓発活動が必要であることを確認し、そのデータを

基に抽出した、事故に遭わないために留意すべき点をまとめた、子どもと保護者向け

の九都県市共通のチラシを作成するとともに、入学時期の 4月及び 5月を中心に各都

県市の実情に合わせた広報啓発活動を行うこととした。 

４ 今後の取組 

  引き続き、子どもの歩行中の交通事故防止に向けて、各都県市の取組を進めるとと

もに、必要に応じて情報共有を行うなど、連携を図っていく。 

調査

登校 学業中 下校 小計
観光・

娯楽
散歩 飲食 買物 訪問 送迎 通院 帰省 遊戯

痴呆等

徘徊
その他 不能

1,081 43 1,630 2,754 0 234 269 38 651 587 22 22 102 1,313 4 2,216 13 8,225

構成率（％） 13.1 0.5 19.8 33.5 0.0 2.8 3.3 0.5 7.9 7.1 0.3 0.3 1.2 16.0 0.0 26.9 0.2 100.0

合計

死傷者数

通学等
通勤

私用

横断歩道
横断歩道（橋）

付近
その他 小計

2,380 432 2,852 5,664 394 272 402 61 1,395 32 5 8,225
構成率（％） 28.9 5.3 34.7 68.9 4.8 3.3 4.9 0.7 17.0 0.4 0.1 100.0

死傷者数

車両
単独

合計横断中 対面
通行中

背面
通行中

路上
遊戯中

路上
停止中

その他

車両
相互

人対車両

横断歩道外 斜め横断
駐停車車両の

直前直後

走行車両の

直前直後
横断禁止 小計

528 111 206 175 17 1,037 206 35 20 275 6 2,456 184 14 3,992 8,225
構成 率 （ ％ ） 6.4 1.3 2.5 2.1 0.2 12.6 2.5 0.4 0.2 3.3 0.1 29.9 2.2 0.2 48.5 100.0

その他
の違反

調査
不能

違反無し 合計

死傷者数

信号無視 左側通行 車道通行 路上遊戯 路上作業 飛出し
横断
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九都県市子どもの歩行中の交通事故防止に向けた検討会
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どうろのやくそく
みんなでまもろう！

しんごう は 

あおのときだけ 

わたれるよ。

ちかちかしたら 

つぎの あおまで まとう！

❷ しんごう を まもろう！

まがりかど や 

おうち からとびだすと

くるま と ぶつかる 

かもしれないよ！

❶ どうろ に とびださない！

おうだんほどうは　いちどとまって

てをあげて みぎ と ひだり を 

よくみて わたろう！

❸ おうだんほどう を わたろう！

1

23
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子どもを交通事故から守るために

交通事故の原因は

飛び出しが多い！
交通事故の発生場所は

自宅近くが多い！
小学１年生が一人歩きする機会と
言えば、登下校や友達との遊びで
す。登校時は、集団登校や地域の
方の見守りがある一方、下校後の
時間帯は児童の注意や地域の見
守りが手薄になりがちです。出か
ける前に一声かけるとともに、午
後の時間も、地域で見守るように
しましょう。

小学１年生の行動範囲は、学校
や公園などの自宅近くが中心で
す。交通事故も、約８割が自宅
から１ｋｍ以内で事故に遭ってい
ます。自宅近くの交通量が多い場
所や、見通しの悪い場所を確認
しましょう。

歩行中に死傷した小学生のうち、
約半数の児童に何らかの違反が
認められ、そのうち約３割が「飛
び出し」でした。見通しの悪い交
差点や、走行中の車両の直前直後
の横断に気を付けなければなり
ません。

交通事故に遭う時間帯は

 14時～18時が多い！

九都県市子どもの歩行中の交通事故防止に向けた検討会
（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)

7歳の一人歩きは、実は危険です！

注
意
!!

歩行中に交通事故で亡くなったり、怪我をされたりした方を年齢別にみると、７歳が突出して多くなっています。小
学校への入学に伴い、それまで保護者の方と一緒に歩いていた道路も、登下校や友達との遊び等、一人で歩く機会
が多くなります。一方で、７歳児は交通の危険性の認識が十分ではなく、急な飛び出し等で交通事故に遭っている
ため、突出して多くなっていると考えられます。

歩行中死傷者は ７歳が最も多い！

1 4 7 10 13 16 17 22
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の年齢別歩行中の死傷者数（平成25年～平成29年の累計）

25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97（才）

（%）2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

小学校1・2年生が、歩行中小学生の
死傷者の約5割を占めています

年齢別歩行中死傷者数の構成率
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都市農業の振興に向けた取組について 

 

１ 課題・背景 

都市農地はかつて宅地などの予定地とみなされていたが、現在では「都市にあるべきも

の」へと位置付けが転換している。新鮮な農作物の供給、防災空間の確保、ヒートアイラ

ンド現象の緩和、景観形成など、都市にとって重要な役割を果たすことが期待されている。 

平成 27年に都市農業振興基本法が制定され、地方公共団体は「当該地域の状況に応じた

施策を策定し、実施する責務を有する」とされた。都市部の農業者が営農を継続するため

の支援や地域住民の理解促進に取り組むことは、首都圏の九都県市の共通かつ喫緊の課題

となっている。 

 

２ これまでの取組について 

平成 30年 4月 25日の第 73回九都県市首脳会議において、九都県市が一体となって、都

市農地の保全と都市農業の振興を効果的に進める方策について検討し取り組むこととされ、

「九都県市都市農業の振興に向けた検討会」を設置した。 

 

■第１回検討会（平成 30年 8月 7日） 

 各都県市における都市農業の振興に向けた取組について、情報共有・意見交換を行った。 

 また、九都県市が連携して、都市農業振興に向けた支援制度の充実に関する国への要望

や都市農業の理解を促進する啓発活動等に取り組んでいくことを確認し、その内容の検討

を行った。 

 

■第２回検討会（平成 30年 9月 12日～10月 26日） 

 都市農業振興に向けた支援制度の充実に関する国へ 

の要望内容の検討を行い、要望文案を作成した。 

 

 

■国への要望活動（平成 30年 12月 27日） 

 都市農業振興に向けた支援制度の充実について、 

財務大臣、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣 

に対し要望を行った。要望文は別添 14参照。 

 

■第３回検討会（平成 31年 2月 15日） 

 チラシや各自治体の広報紙用の共通フォーマットを 

作成し、各都県市の実情に応じて普及啓発を行ってい 

くこととした。 

 また、農林水産省都市農業室と都市農業の振興に関 

する情報交換を行った。 

 

３ 今後の取組について 

  今後は、作成したチラシ等を用いて普及啓発を進めるとともに、必要に応じて情報共有

や意見交換を行いながら連携を図っていく。 

 

▲作成した普及啓発用の共通チラシ 
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都市農業振興に向けた支援制度の充実について 

 

 国は、都市農業の安定的な継続を図るとともに、多様な機能

の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資する

ことを目的として、平成２７年４月に都市農業振興基本法（以

下、「基本法」という。）を制定し、基本法第９条の規定に基づ

き、平成２８年５月に都市農業振興基本計画（以下、「基本計画」

という。）を閣議決定した。 

 これを受け、国土交通省においては、第１９３回国会に都市

緑地法等の一部を改正する法律を提出し、生産緑地法の改正を

行うとともに、生産緑地地区の指定要件の緩和など運用の改善

を図った。 

 また、農林水産省においては、生産緑地地区の区域内におけ

る農地の貸借をしやすくする都市農地の貸借の円滑化に関する

法律を平成３０年９月１日から施行した。 

 併せて、財務省においては、平成３０年度税制改正において、

これらの法律に基づき、農地等の相続税等の納税猶予制度の見

直しなど所要の税制改正を行った。 

 基本法の目的である都市農業の安定的な継続を図り、都市農

業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて、良好な都市環

境を形成するためには、より一層の支援制度の充実が望まれる。 

 ついては、都市農業のさらなる振興を図るために、国におい

ては、次の事項に関する支援制度について特段の措置を講じら

れるよう、九都県市首脳会議として要望する。 

 

１ 相続税等納税猶予制度について、一定の土地利用制限のも 

 と、農業経営に必要な農機具倉庫、農産物販売施設、畜舎、 

 農業用井戸などの農業用施設用地も対象を拡大するなど、相 

 続税等の軽減措置を講じること。 
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２ 自治体が都市緑地としてその多様な機能を発揮できると判 

 断し、買取申出がされた生産緑地を買取りできるよう、財政 

 的な支援を拡充すること。 

３ 改正生産緑地法の円滑な施行に向けて、統一的なガイドラ 

 インの早期作成や事務の簡略化など「特定生産緑地制度」の 

 円滑な指定を行うための支援の充実を図ること。 

４ 特定生産緑地制度が導入されるにあたり、生産緑地からや 

 むを得ず特定生産緑地に移行できなかった都市農地について、 

 追加指定の意向が示された場合の救済策を講じること。 

５ 認定農業者等の個人が、市民農園や体験農園を開設する際 

 にも、交付金等の対象となるよう支援の拡充を講じること。 

 

平成３０年１２月２７日 

  財 務 大 臣 麻生 太郎 様 

  総 務 大 臣 石田 真敏 様 

  農林水産大臣 𠮷川 貴盛 様 

  国土交通大臣 石井 啓一 様 

 

       九都県市首脳会議 

         座長 さいたま市長  清水 勇人 

            埼 玉 県 知 事  上田 清司 

            千 葉 県 知 事  森田 健作 

            東 京 都 知 事  小池百合子 

            神奈川県知事  黒岩 祐治 

            横 浜 市 長  林  文子 

            川 崎 市 長  福田 紀彦 

            千 葉 市 長  熊谷 俊人 

            相 模 原 市 長  加山 俊夫 



地域防犯力向上に向けた検討会について 

 

１ 課題背景 

  刑法犯認知件数については、全国的に減少傾向にあるものの、窃盗犯や粗暴犯

など、住民の身近で発生する犯罪は依然として多く、犯罪の起こりにくい環境  

づくりが求められている。 

  また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、

首都圏を訪れる外国人にも安全・安心をより実感してもらえるような環境を整備

することは、「おもてなし」の一つである。 

  以上のことから、地域防犯力の向上は、首都圏共通の課題であり、九都県市が

共同で検討し、一体となって取り組む必要がある。 

 

２ 検討経過 

  第７４回九都県市首脳会議（平成３０年１１月７日）において、地域防犯力  

向上に係る方策について、首都圏連合協議会で検討することとされ、当検討会を

設置した。 

 

（１）第１回検討会（平成３０年１１月２８日） 

  ・地域防犯力向上のために実施している取組について、事例集を作成するため、

各都県市の取組内容等の照会（振り込め詐欺対策のために実施している独自

の取組も含む。） 

  ・各都県市が抱えている課題等の整理 

 

（２）第２回検討会（平成３１年１月２４日） 

・第７５回九都県市首脳会議における報告事項についての検討 

 

（３）第３回検討会（平成３１年３月１４日） 

  ・地域防犯力向上のために実施している取組や振り込め詐欺対策のために  

実施している独自の取組の情報共有・意見交換 

  ・「プラス防犯」（※）を推進するため、九都県市共通啓発チラシ（別添２参照）を

用いた一斉の啓発活動の実施についての検討 

  ・振り込め詐欺撲滅のため、一斉の啓発活動の実施についての検討 

 

３ 今後の取組予定 

  「プラス防犯」の推進や振り込め詐欺撲滅のため、キャンペーン期間等を   

定めて、一斉の啓発活動を実施していく。 

 

 

 ※「プラス防犯」とは、地域の方がふだんの通勤、買い物、犬の散歩などの際にプラスして、

不審な人物や車両がないかなどを注意して見ることで、子供や地域の安全を守ろうとする

取組です。 

T0524532
テキストボックス
別添７



. 



T0524532
テキストボックス
別添８



見えにくい！



 

平成 30年度 水素エネルギー普及検討ワーキンググループ会議 

事業取組結果の概要 

 

水素エネルギーの普及啓発 

１ 目 的 

  水素エネルギーは利用段階では二酸化炭素を排出しない「クリーンエネルギー」であるこ

とから、「次世代のエネルギー」の主役として期待されており、水素社会の実現を目指して、

九都県市が連携して情報共有を図りながら、啓発事業、講演会、事業者との情報交換等を実

施する。 

 

２ 主な取組と実施時期 

 (1) 普及啓発事業 

燃料電池自動車の試乗会 

    平成 30年 10月から平成 30年 12月まで 

 (2) 水素エネルギー関連事業者等との意見交換会の実施 

    平成 30年７月 

 (3) 水素エネルギー関連講演会 

    平成 30 年８月 25 日 「親子で学ぶ！燃料電池バスで行く水素エネルギーツアー」を

開催 

 (4) 先進事例視察研修会 

    平成 30 年 10 月４日 再生可能エネルギーを活用した実証施設を視察（横浜市風力発

電所（ハマウィング）等 

 

３ 事業内容 

(1) 普及啓発事業 

    ア 燃料電池自動車の試乗会【717千円】 

水素エネルギーを身近に感じる機会として、燃料電池自動車の試乗会を実施した。 

      ・埼 玉 県 域：11月３日（土曜日） 

  参加者：約 100人 

       ・千 葉 県 域：10月８日(月曜日・祝日） 

参加者：61名（30組） 

     ・東 京 都：12月２日（日曜日） 

参加者：60名（30組） 

       ・神奈川県域：11月 25日（日曜日） 

参加者：192人 

    イ 教育キットの購入【368千円】 

   

(2) 水素エネルギー関連事業者等との意見交換会 

    国の「水素・燃料電池戦略ロードマップ」や「水素基本戦略」の内容及び進捗状況を

踏まえ、水素エネルギー関連事業者（５社）との意見交換会を実施し、同事業者の意見
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等を踏まえ今後予定する国への要望内容を検討した。 

平成 30年７月 23日（月曜日） 岩谷産業株式会社 

    平成 30年７月 25日（水曜日） ＪＸＴＧエネルギー株式会社 

ＪＨｙＭ 

トヨタ自動車株式会社 

    平成 30年７月 26日（木曜日） 日本エア・リキード株式会社 

 

(3) 水素エネルギー関連講演会【995千円】 

     水素で走る燃料電池バスの乗車体験やサイエンスショーを通じて地球にやさしい水

素エネルギーを楽しみながら学べる「親子で学ぶ！燃料電池バスで行く水素エネルギー

ツアー」を開催した。 

   ・日 時：平成 30年８月 25日（土曜日）13時から 16時まで 

   ・内 容：燃料電池バスの乗車体験（東京駅～水素情報館 

「東京スイソミル」間の往復） 

        水素情報館「東京スイソミル」の施設見学 

        水素サイエンスショーへの参加 

（講師：エコマジシャン ミヤモ先生） 

      ・参加者：75名 

（うちバスツアー参加者 35名、サイエンスショー当日参加 40名） 

 

(4) 先進事例視察研修会【64千円】 

    事業者及び各都県市が事業者と取り組んでいる最新の 

事例について視察研修を実施し、水素エネルギーの理解 

促進を図った。 

   ・日 時：平成 30年 10月４日（木曜日） 

・視察場所：横浜綱島水素ステーション併設の水素に 

関する情報発信ショールーム「スイソテラス」 

及び再生可能エネルギーを活用した実証施設 

「横浜市風力発電所（ハマウィング）」 

 

４ 成 果 

  リーフレット、展示用パネルなどの普及啓発ツールを活用し、各都県市で開催する燃料電

池自動車の試乗会や見学会をはじめとした様々なイベントを通じて、普及啓発に努め、水素

エネルギーの有用性等について意識の向上を図ることに繋がった。 

  また、国のロードマップや水素基本戦略の状況を踏まえ、水素エネルギー関連事業者との

意見交換会を実施し、同事業者の意見等を踏まえ、今後予定する国への要望内容を検討した。 

 

講演会の様子（東京スイソミル） 

視察の様子（ハマウィング） 



水素社会の実現に向けた取組について 

 

持続可能な社会の実現に向けた地球温暖化対策が世界的な共通の課題となっている中、

利用の段階で二酸化炭素を排出しない水素エネルギーが次世代のエネルギーとして注目さ

れている。 

水素は多種多様なエネルギー源から製造が可能であり、エネルギーの安定確保や環境負

荷低減等に大きく貢献するクリーンエネルギーとして期待されている。 

また、水素関連製品は、我が国の高い技術力の結晶であり、水素エネルギーの普及によ

る経済波及効果は大きい。さらに、燃料電池自動車や燃料電池バスなどは、災害時の非常

用電源としての利用も可能である。 

こうした中、本年開催されるラグビーワールドカップ２０１９や２０２０年の東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会を契機に、国内で水素エネルギーの普及拡大を図るこ

とは、我が国の環境先進技術を世界に対しアピールすることになる。 

しかし、水素エネルギーの普及に当たっては、コスト低減、インフラ整備、規制緩和、

更なる技術開発など多くの課題があり、官民一体となった普及拡大策が求められている。 

全国人口の約３割を擁する九都県市首脳会議の構成自治体では、こうした課題を踏まえ、

水素エネルギーの普及に向け、様々な取組を展開しているところである。 

国におかれても、水素基本戦略及び第５次エネルギー基本計画で掲げた目標を確実にす

るため、本年３月に新たな「水素・燃料電池戦略ロードマップ」が策定されたことから、

水素エネルギーの普及に向けた着実な取組を進めることが必要である。そこで、特に次の

事項について要望する。 

 

１ 水素ステーション設置・運営に係る補助制度の継続・運用の緩和 

  燃料電池自動車の普及には、車両の普及に並行した水素ステーションの整備が不可欠

であることから、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」に沿い、水素社会の実現に向け

て、水素ステーションの整備を着実に推進し、水素ステーションの設置・運営に係る財

政支援を継続的に行うこと。また、既存の水素ステーションにおける燃料電池バス対応

等に伴う設備改修など、能力増強への財政支援を行うこと。 

   

２ 水素ステーションに係る規制緩和の更なる推進 

  「水素・燃料電池戦略ロードマップ」に掲げる水素ステーションの整備目標（２０２

５年度までに３２０箇所程度）を達成するためには、更なる整備拡大に向けた規制緩和

等の措置が必要であるため、安全性の確保を前提として、高圧ガス販売事業者の義務の

見直しや保安監督者に関する保安体制の合理化など、「規制改革実施計画（平成２９年
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６月閣議決定）」に掲げる規制見直し項目を着実かつ速やかに推進すること。 

 

３ 燃料電池バスの普及促進支援 

  東京オリンピック・パラリンピック競技大会時の移動手段等として、環境面で期待さ

れる燃料電池バスは、一度に多くの利用者等に水素エネルギーの環境性や有用性をＰＲ

することができるなど、水素エネルギーの早期普及拡大に向け必要不可欠なものである。

そのため、大幅なコストダウンが進むまでの期間、購入者等に対する国による補助制度

を継続し、予算規模も拡充すること。また、「再エネ水素を活用した社会インフラの低

炭素化促進事業」における燃料電池バス車両導入において、前年度までに導入した実績

のある団体についても、補助率を車両本体価格の２分の１にすること。 

 

４ 燃料電池の用途拡大・燃料電池技術への支援 

  燃料電池車両の普及促進に向けては、多くのユーザーのニーズに応えられるよう、燃

料電池自動車や、燃料電池フォークリフトをはじめとする産業用車両の用途拡大及び車

種の多様化を図るとともに、その他燃料電池技術を活用した新たな製品の開発に対する

メーカー等への支援を実施すること。 

 

令和元年５月  日 

 

 経済産業大臣    世 耕 弘 成 様 

 国土交通大臣    石 井 啓 一 様 

 環 境 大 臣    中 川 雅 治 様 

 

九都県市首脳会議 

座 長 東京都知事  小池百合子  

埼玉県知事  上 田 清 司  

千葉県知事  森 田 健 作  

神奈川県知事  黒 岩 祐 治  

横 浜 市 長  林   文 子 

川 崎 市 長  福 田 紀 彦  

千 葉 市 長  熊 谷 俊 人  

さいたま市長  清 水 勇 人  

相模原市長  本村賢太郎  

 



 

平成 30年度 ヒートアイランド対策検討ワーキンググループ会議 

事業取組結果の概要 

  

ヒートアイランド対策検討 

１ 目 的 

  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が暑さの厳しい７月から９月に開催され、

日本の高温多湿な夏に不慣れな外国人が多く来訪することや、熱中症リスクの高い高齢者が

増加することから、これらを踏まえた効果的な「ヒートアイランド対策」の取組を促進する。  

  

２ 主な取組と実施時期 

(1) 日傘利用の推進 

平成30 年７月から９月まで 

(2) 打ち水の推進 

平成 30 年７月から８月まで 

  

３ 事業内容 

(1) 日傘の普及啓発【2,080千円】 

   直射日光を遮り、体感温度を下げる日傘の効果に着目し、性別や年齢を問わずさまざ

まな方に日傘の積極的な活用を呼びかけるため、普及啓発の取組を実施した。 

  ア 九都県市首脳による日傘ＰＲ 

平成 30 年４月 25 日（水曜日）に開催された第 73 回九都県市首脳会議において首脳

が日傘を差し、ＰＲを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （第 73回九都県市首脳会議での首脳ＰＲ）        （会場外ＰＲブース） 
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イ チラシの作成・配布・掲出による普及啓発 

各都県市で、日傘の無料貸出イベント等を実施する際に 

チラシの配布・掲出を行い、日傘の積極的な活用について 

普及啓発を行った。 

 （ア）作成物・作成枚数 

    Ａ４版チラシ 10,000枚 

 （イ）配布・掲出箇所 

    日傘の無料貸出イベント等 

ウ 日傘の無料貸出イベントの開催 

日傘の効果をより多くの方に体験してもらうため、観光施設や防災訓練会場施設で日の

無料貸出イベントを実施した。 

 

会場名 開催日 場所 

川崎市 ７月 15日（日曜日） 
川崎競馬場 

（神奈川県川崎市） 

横浜市 ７月 21日（土曜日） 
よこはま動物園ズーラシア 

（神奈川県横浜市） 

千葉県・千葉市 ８月 ４日（土曜日） 
千葉市動物公園 

 （千葉県千葉市） 

東京都 ８月 ５日（日曜日） 
井の頭自然文化園 

（東京都武蔵野市） 

さいたま市 ８月 25日（土曜日） 
さいたま市総合防災訓練会場 

（埼玉県さいたま市） 

相模原市 
９月 ２日（日曜日） 

荒天により中止 

相模原市総合防災訓練会場 

（神奈川県相模原市） 

埼玉県 ９月 16日（日曜日） 
東武動物公園  

（埼玉県宮代町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （よこはま動物園ズーラシア）           （井の頭自然文化園）  

日傘の普及啓発チラシ 



 

(2) クールシェアの推進【221千円】 

  エアコンの使い方を見直し、涼を分かち合い、省エネ・節電に取組む普及啓発を行った。 

 

(3) 企業・ＮＰＯ団体等との連携による打ち水イベントの実施 

手軽にできるヒートアイランド対策である「打ち水」を企業・ＮＰＯ団体等と連携して 

実施した。 

イベント 開催日 場所 

さいたま打ち水大作戦 2018 

（埼玉県、さいたま市） 

７月 21日

（土曜日） 

コクーンシティ 

（埼玉県さいたま市） 

打ち水大作戦 2018＠よこはま 

（横浜市、九都県市） 

７月 23日

（月曜日） 

横浜中華街大通り 

（神奈川県横浜市） 

打ち水日和 

～江戸の知恵･東京のおもてなし～ 

（東京都） 

７月 23日

（月曜日） 

東京ミッドタウン日比谷

（東京都千代田区） 

博物館ｄｅ夕涼み！打ち水でワッショ

イ！（相模原市） 

７月 26日

(木曜日) 

市立博物館等 

（神奈川県相模原市） 

ちば打ち水大作戦 2018 

（千葉県、千葉市）（雨天のため中止） 

８月８日

（水曜日） 

千葉市中央公園 

（千葉県千葉市） 

あついぞ!熊谷打ち水大作戦 2018 

（埼玉県） 

８月 11日

（土曜日） 

星川周辺 

（埼玉県熊谷市） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （打ち水大作戦 2018＠よこはま）       （あついぞ!熊谷打ち水大作戦 2018） 

 

４ 成 果 

  打ち水については、例年行われる行事として、地域への定着が進みつつある。 

日傘イベントについては、マスコミ各社による報道もあり、九都県市が進める新たな暑さ

対策ツールとしてアピールすることができた。アンケートによると、普段日傘をあまり使わ

ない層が約５割であったが、回答者の７割から日傘の効果を実感したとの回答を得ることが

できた。なお、持ち歩きに課題があるとの回答も一定量存在したため、今後は折り畳みタイ

プ等のＰＲも有効であることがわかった。 



. 



 

大規模地震における有効な家具類転倒防止対策について 

 

１ 課題・背景 

近年発生した地震においては、負傷者の約３～５割が家具類の転倒・落下によ

るものと判明している一方、様々な理由により、全国的には半数以上の人が転倒

防止対策を行っていない現状がある。 

  各自治体においては、様々な防災対策を進めているところだが、何より個人個

人が自らの命を守ることが重要である。 

そこで、家庭や職場での家具類転倒防止の取組をより一層促進するため、阻害

要因や促進対策等について検討していく必要がある。 

 

２ これまでの取組 

  平成 30 年 11 月７日の第 74 回九都県市首脳会議における提案に基づき、九都県

市が連携し、大規模地震における有効な家具類転倒防止対策に向けた検討を行う

ため、九都県市地震防災・危機管理対策部会に研究会を設置した。 

  平成 31 年１月に実施した家具類転倒防止対策に関する照会・回答事項を踏まえ、

３月 27 日に開催した第１回研究会において、各都県市の人口、事業所数等の基礎

情報や現在の対策の実施状況等を整理・確認するとともに、家具類転倒防止対策

の阻害要因と今後の検討の方向性について意見交換を行った。 

  また、２月に全国の都道府県、政令指定都市、中核市等を対象に家具類転倒防

止対策の実施状況等について調査を実施した。 

 

３ 今後の取組 

  各都県市の現状、課題、対策の実施状況及び全国の自治体への調査結果等を踏

まえ、国や関係団体と意見交換を行いながら、引き続き、有効な家具類転倒防止

対策について検討を進める。 
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風しん対策に関する緊急要望 

 

「風しんに関する特定感染症予防指針」（平成 26 年３月 28 日付け厚生労働

省告示第 122号）では、「早期に先天性風しん症候群の発生をなくすとともに、

平成 32 年度までに風しんの排除を達成すること」を目標としているが、本年

７月以降、首都圏を中心に風しん患者が急増しており、平成 30 年の全国の風

しん患者累積報告数はすでに 2,300人を超えている。 

今回の風しん患者の中心は、風しんの免疫が十分ではない世代である。 

国は、繰り返される風しん流行に対する予防措置として、風しん届出数の増

加の背景となっている層への対応を検討しているが、対応方針案では、定期接

種の機会が一度もなかった 39歳から 56歳（昭和 37年 4月 2日～昭和 54年 4

月 1日出生）の男性のみをその対象としており、今回の患者数増加を十分に踏

まえたものとなっていない。 

 このようなことから、「風しんに関する特定感染症予防指針」に掲げる目標

を達成するため、次のとおり実効性のある措置を速やかに講じられるよう強く

要望する。 

 

１ 先天性風しん症候群の発生を防止するとともに、風しん排除を達成するた

め、39 歳から 56 歳の男性に限らず、風しんの免疫が十分ではない世代に対

して、幅広く、全額国庫負担により抗体検査を行うとともに、定期の予防接
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種を行うことも含め、実効性のある風しん対策を講じること 

２ 予防接種や抗体検査が滞りなく実施されるよう、国が強いリーダーシップ

を発揮し、風しん含有ワクチンや検査キットの生産及び流通に関し、在庫量

の不足や偏りが生じないようにすること 

 

 平成 30年 12月 10日 

 

  厚生労働大臣  根本 匠 様 

 

九都県市首脳会議 

座長 さいたま市長 清水 勇人 

埼玉県知事  上田 清司 

千葉県知事  森田 健作 

東京都知事  小池 百合子 

神奈川県知事 黒岩 祐治 

横浜市長   林 文子 

川崎市長   福田 紀彦 

千葉市長   熊谷 俊人 

相模原市長  加山 俊夫 



受動喫煙防止対策の推進について（概要） 

 

１ 課題・背景 

 受動喫煙が健康に悪影響を与えることは科学的に明らかにされており、肺がん等

のリスクを高めるとされている。 

 望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当

該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止すること等を定めた「健康増進法の一部を

改正する法律」が平成 30年７月に公布され、受動喫煙防止対策が強化された。 

 この改正法では、喫煙可能な場所については標識の掲示が義務付けられた。受動

喫煙を防止するためには、「禁煙」を含めた標識及び多言語表記等についても、相

互に人の往来が多い九都県市で連携して取り組む必要がある。 

 

２ これまでの取組について 

 平成 22年度から九都県市が共同でキャンペーンに取り組んでいる。 

 また、第 73 回九都県市首脳会議において、九都県市が連携して広域的な普及啓

発等に取り組むことについて合意し、共通ポスターやロゴマークを活用し、受動喫

煙防止に関する普及啓発を実施することとなった。 

 さらに、第 74 回九都県市首脳会議において、九都県市としての意見を取りまと

め、国に対して要請を行うとともに、九都県市で取り組むことによる効果的な受動

喫煙防止対策の推進について首都圏連合協議会で検討することとされ、「九都県市

受動喫煙防止対策推進検討会」を設置した。 

 

■第１回検討会（平成 30年 12月 25日） 

 九都県市が連携して受動喫煙防止対策に取り組むことに合意し、「禁煙」の標識

や標識に多言語を表記する場合の表現等について検討を行った。 

■第２回検討会（平成 31年 3月 18日（書面）） 

 下記のとおり決定した取組について、「最大限尊重」し、準備の整った自治体か

ら順次実施することとした。 

 ①「禁煙」の標識について 

  改正健康増進法に基づき厚生労働省が作成するモデル的な標識を基本デザイ

ンとして使用する。 

 ②標識に多言語を表記する場合について 

  国が作成した言語を除き、各都県市から希望のあった言語（※）について対訳

を作成し、適宜使用する。 

  （※）スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ロシア語、 

     イタリア語、フランス語 

  

３ 今後の取組について 

 引き続き、禁煙等の標識について九都県市で連携した取組を進めていく。 
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首都圏における木材利用促進に向けた取組について 

 

１ 課題・背景 

我が国の森林は、人工林を中心に、資源として本格的な利用期を迎えており、

利用可能な森林資源は年々増加している。また、平成22年に公共建築物等木材

利用促進法が施行され、公共建築物の木材利用が促進されているものの、公共

建築物の木造率は10％前後にとどまっている状況にある。 

このような中、森林環境税及び森林環境譲与税の創設が決まり、平成31年度

から譲与が開始され、森林整備などに取り組むこととなっているが、森林が少

ない都市部においては、木材利用の促進や普及啓発等に関する取組について、

更なる展開が必要となっている。 

 

２ これまでの取組 

  第 74回九都県市首脳会議において、首都圏における木材利用促進に向けた

取組について検討を進めることが合意されたことを受けて、首都圏における

木材利用促進に向けた検討会を設置した。 

第 1回検討会（平成 31年２月４日開催）においては、各都県市におけるこ

れまでの木材利用促進の取組について情報共有するとともに、今後の検討の

方向性について意見交換を実施した。 

 

３ 今後の取組 

  引き続き、首都圏における木材利用促進に向けて、木材利用施設、普及啓

発、自治体間連携などの事例を調査研究しながら、消費地としての木材利用

の促進策について検討を進める。 
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海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた取組について（概要） 

 

 

１ 課題・背景 

  近年、プラスチックごみによる海洋汚染が国際的な問題となっている。世

界全体では、年間数百万トンを超えるプラスチックごみが海に流れ込んでい

ると推計されており、何も対策を採らなければ、2050年には、海に棲む魚の

重量を上回るプラスチックが海洋環境に流出することが予測されている。 

  九都県市においても正確な情報を速やかに把握・共有し、必要な施策を積

極的に展開していくことが求められている。 

 

２ これまでの取組について 

  平成 30年 11月７日の第 74回九都県市首脳会議において、九都県市が一体

となって、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみによる問題の

解決に向け、検討し取り組むこととされ、「九都県市海洋プラスチックごみ

問題検討会」を設置した。 

（１）第１回検討会（平成 31年 1月 21日） 

  ・ 九都県市が連携して海洋プラスチックごみ問題の解決に向けて取り組

んでいくことを確認した。 

  ・ 各都県市が進める取組や知見に係る情報を共有するとともに、具体的

な取組について検討していくこととした。 

（２）第２回検討会（平成 31年 3月 14日（書面）） 

  ・ 具体的な取組内容について検討を行い、九都県市で連携して消費活動

を行う住民等に対し、啓発活動を行うこととした。 

（３）第３回検討会（平成 31年 3月 25日） 

  ・ 平成 31年度事業計画（取組事項）について検討を行い、情報共有や関

係団体との意見交換を行っていくこととした。 

  ・ 九都県市で連携してポスター掲示、広報紙掲載、講演会開催などの普

及啓発を行っていくこととした。 

  

３ 今後の取組予定 

  各都県市の取組や知見に係る情報共有及び関係団体との意見交換を行う。 

  また、消費活動を行う住民等の意識や行動の変化を促すため、九都県市で

連携した啓発活動を実施していく。 
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「九都県市のきらりと光る産業技術表彰」における今後のあり方について 

 

１ 表彰連絡会の設置に至る経緯 

首都圏には、他に類を見ない優れた新製品や新技術を生み出す力を持った中小企業が数

多く存在している。 

そこで、平成 22年 5月 13日の第 57回九都県市首脳会議において、首都圏の優れた企業・

団体等及びその産業技術を首都圏共通の財産として九都県市で共有し、首脳会議で紹介す

るとともに、戦略的に情報発信するため、首都圏連合協議会において共同で検討を行うこ

ととされた。7月以降「産業技術共有・戦略的情報発信研究会」で具体案を検討し、平成

22年 11月 15日の第 58回九都県市首脳会議に「九都県市のきらりと光る産業技術表彰」

の名称で表彰を行うことが合意された。平成 23年 3月 31日、研究会終了後の表彰の運営・

体制等については「表彰連絡会」を設置し、原則春の首脳会議に併せて表彰を行い（状況

に応じて秋の開催も可）、終期を開催担当都県市が一巡する平成 30年とすることが合意さ

れた。 

 

２ これまでの取組概要 

○表彰連絡会（平成 30年 11月 7日） 

平成 30年で開催担当都県市が一巡することから、表彰の今後のあり方について検討

を行い、以下について合意した。 

・表彰については、当面の間は継続する。 

・企画担当課長会議における３年ごとのあり方の検討に合わせ、継続の有無を含め、

次年以降のあり方について整理する。 

○企画担当課長会議（平成 30年 11月 27日） 

上記の表彰連絡会における合意事項について報告した。 

○表彰連絡会（平成 31年 1月 16日） 

表彰の総括及び次年度の実施について各都県市にアンケートを実施して結果に基づ

き検証及び改善提案を作成し、表彰及びパネル視察については各都県市と調整を行いな

がら実施することを合意した。 

○企画担当課長会議（平成 31年 1月 24日） 

表彰の運営・体制等について以下のとおり改定することを合意した。 

・表彰については、当面の間は継続する。 

・平成 31年より、３年ごとに、表彰の効果について総括し、企画担当課長会議におい

て、継続の有無を含め、次年以降のあり方を検討し、企画担当部局長会議で決定する。 

○企画担当部局長会議（平成 31年 4月 15日） 

上記の企画担当課長会議における合意事項について合意した。 

 

３ 今後の取組について 

表彰を平成 31年以降も当面の間継続し、優れた産業技術を持つ企業等を表彰することで、

首都圏の優れた産業技術の共有化を図っていく。 
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